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被害者支援 ニュース 第13号

一定の犯罪の被害者や遺族等は、裁判所の決
定により刑事裁判に参加することができ、そのよ
うな被害者等は被害者参加人と呼ばれます。被
害者参加人が刑事裁判に出席した場合に、従前
は、裁判所までの交通費や宿泊料は自己負担で
したが、平成25年12月１日から被害者参加人が
公判期日又は公判準備（以下「公判期日等」とい
います。）に出席した場合、旅費（交通費）、日当
や宿泊料が日本司法支援センター（法テラス）か
ら支給される制度が始まりました。この制度はす
べての被害者参加人が利用でき、これにより被
害者参加人への経済的な支援がなされるように
なりました。ただし、被害者参加人であっても、傍
聴席での傍聴にとどまる場合には支給されませ
ん。

支給される費用としては、裁判所までの旅費、
日当及び裁判に出席するために必要な宿泊料で
す。旅費は、原則として最も経済的（安価）な経
路・交通手段によって計算されますので、実際に
掛かった交通費と一致しないことがあります。旅
費として支給されるのは、住居所から裁判所ま
での往復に掛かった鉄道賃、船賃、航空賃とそれ
以外の区間については、距離に応じて１km当た
り37円で計算した金額（路程賃）です。航空賃

は、離島や遠隔地から裁判所に行く場合など、航
空機を利用する必要があると認められる場合に
支給されます。なお、天災や身体の障害などの
理由によって公共交通機関の利用が困難な場合
には、実際に利用した交通手段の費用が認めら
れる場合があります。日当は、裁判への出席及び
そのための移動に必要な日数に応じて１日当たり
1,700円、宿泊料は出席した裁判所の所在地に
よって8,700円又は7,800円の定額が支給され
ます。

旅費等の支給手続は、まず、公判期日等に出席
した被害者参加人が請求書と必要書類を裁判所
に提出します。裁判所は被害者参加人の出席証
明書を作成し、被害者参加人から提出された請
求書等に添付して法テラスに送付します。法テラ
スでは、旅費、日当及び宿泊料を算定し、被害者
参加人へ口座振込により送金します。

旅費等の請求書用紙、記載例及び支給手続に
関する「被害者参加旅費等のお知らせ」という
書面は、裁判所からの被害者参加許可決定と一
緒に送付されますが、これらは法テラスのホーム
ページからもダウンロードすることができます。

なお、被害者参加旅費等の請求の期限は、裁
判が終了してから30日以内です。

被害者参加旅費等支給制
度につ いては 、法 テラスの
ホームページ http://www.
houterasu.or.jp/	でもご案内
しておりますので、ご参照くだ
さい。
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